
若葉地区、若葉・須賀町地区は、平成６年度の地区計画策定以降、建替えや道路拡幅
整備を進めてきました。一方で、未だに防災上の課題を抱えています。
令和３年度から、地元協議会と意見交換を行い、令和７年３月に地区計画の変更及び

新たな防火規制区域の指定を行いました。

令和７年第２回区議会定例会記者会見 参考資料８

木造住宅密集地域の防災性強化に向けて
若葉地区、若葉・須賀町地区の地区計画を変更しました

須賀神社

みどりが多い良好なまちなみ
寺社が建ち並ぶ風情のあるまちなみ

若葉地区地区計画 若葉・須賀町地区地区計画

新たな防火規制区域の指定

地区の不燃化を推進し、災害時に燃え広がらない安全な
まちを目指すため、新たな防火規制区域を指定しました。

共同建替え
の更なる推進

狭小敷地での
個別建替えに配慮

地区計画変更内容

共同建替えの更なる推進に加
え、個別建替えを行う場合で
も防災性向上に資する方策を
定めました。

工作物の設置制限等を定め、
区画道路2号の拡幅整備を
推進します。

門や塀等は
設置できません

若葉地区 若葉・須賀町地区

若葉公園

【問合せ先】都市計画部防災都市づくり課 電話03-5273-3842

※1 新たな防火規制区域と地区整備計画区域は一部範囲が異なります。
※2 新たな防火規制区域内における規制は、施行日以降に適用になります。
※3 延べ面積が50㎡以内の平屋建の附属建築物で、外壁及び軒裏が防火構造

であれば建築可能です。

(延べ面積) 500㎡ 1,500㎡
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【規制後】※２
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: 地区計画区域

: 地区整備計画区域 :町丁目線

: 新たな防火規制区域※1

※各区画道路について、道路用地を取得し、拡幅整備を行っています。

対象区域：左図の緑枠内

対象区域：左図の赤枠内

耐火建築物

区画道路１号
【幅員８ｍ】
（若葉通り）

区画道路３号
【幅員８ｍ】

区画道路２号
【幅員６ｍ】
（南寺町通り）

区画道路１号
【幅員８ｍ】

区画道路２号
【幅員６ｍ】
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